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○ 取扱い 

原則として、「Ｍ０１０ 金属歯冠修復 ３ ５分の４冠（小臼歯）」製

作時において、「Ｍ００１ 歯冠形成 １ 生活歯歯冠形成」又は「Ｍ０

０１ 歯冠形成 ２ 失活歯歯形成」算定前の咬合調整の算定を認める。 

 

○ 取扱いの根拠 

歯冠形成前であっても、歯の支持組織の負担軽減等を図るために咬合調

整を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。 

 


